
＜アクセス＞
JR線 「新宿駅」 西口から徒歩約12分
都 営 地 下 鉄 大江戸線「都庁前駅」から徒歩５分

新 宿 線 「新宿駅」から徒歩10分
◇車の御利用は、御遠慮ください。

平成２３年度

案 内 ･ 申 込 書

東京都公害防止管理者講習

　
　

　　①　受　付　日 　平成２３年６月２１日（火）、２２日（水）、２３日（木）

　　②　受付時間　　午前9時30分～12時、午後1時15分～4時30分
　　③　受付場所　　東京都庁　第二本庁舎１階　臨時窓口(南）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　(新宿区西新宿2-8-1）
　
　　　※郵送によるお申込みは、受付できません。（島しょの方を除く。）
　　　※受講申込手続会場で、テキスト等6冊をお渡しします。
　　　※上記受付日で定員に達しない場合は、３ページに記載の場所で受け付けします。

 受講申込の受付

臨時窓口
　 (南）

コンビニエンス
ストア

エスカレーター エスカレーター

第一本庁舎方面→←ワシントンホテル方面

第二本庁舎１階正面口

上り上り下り 下り



公害を防止するためには、事業者が、事業に伴い発生する環境への負荷を、適切に

管理・減少していくことが重要です。

都の公害防止管理者制度は、特に公害発生の可能性が高いと考えられる工場におい

て、公害防止管理者を選任し、施設の適正な管理や公害発生の防止に努めるとともに、

行政及び地域住民の窓口とするため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

（略称：「環境確保条例」）で設置を義務付けたものです。

該当する工場（４ページ参照）では、必ず公害防止管理者を選任する必要がありま

す。

この講習会は、公害防止管理者を養成することを目的として、実施します。

東京都公害防止管理者講習の目的

　　　　　　　　　　　　   　　目　　　　次
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　ﾍﾟｰｼﾞ
         １　講習の種類及び受講資格………………………………１
 
        ２  講習内容･日程 …………………………………………２

      ３ 受講申込の手続…………………………………………３

     ４ 講習修了の認定・通知について………………………３

     ５ 修了者の登録・登録証の交付手続……………………３

     ６ 東京都公害防止管理者の設置対象工場………………４

     ７ 工場の種別及び選任すべき公害防止管理者…………５

     ８ 講習会場の御案内………………………………………６

     受講申込書 …………………………………………………７
        ≪申込書は、切り取って必要事項を記入の上、

　　　　　　受講申込受付日平成23年６月21日～23日に御申込ください。≫

 　   ＜参考＞水質管理責任者の資格取得について　………………９
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1

講
習
の
種
類

取
得
で
き
る
資
格

1 　電気事業法第44条第1項に定める第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術
者免状、第3種電気主任技術者免状、第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又
は第2種ボイラー・タービン主任技術者免状を有する方

2 　ガス事業法第32条第1項に定める甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術
者免状を有する方

3 　技術士法第34条第1項に定める技術士登録証を有する方

4 　高圧ガス保安法第29条第1項に定める甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免
状を有する方

5 　医師法第2条に定める免許を有する方

6 　薬剤師法第2条に定める免許を有する方

7 　ボイラー及び圧力容器安全規則第97条第1号に定める特級ボイラー技士免許を有
する方

8 　火薬類取締法第31条第1項に定める甲種火薬類製造保安責任者免状又は同条第2
項に定める甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する方

9 　毒物及び劇物取締法第8条第1項に定める毒物劇物取扱責任者となることができ
る方

10 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項に定める技術管理者となる資格
を有する方

11 　消防法第13条の2第1項に定める甲種危険物取扱者免状を有する方

12 　エネルギーの使用の合理化に関する法律第9条第1項に定めるエネルギー管理士
免状（旧法による熱管理士免状を含む）を有する方

13 　東京都二種（旧公害防止条例による東京都２級及び３級を含む。）公害防止管
理者の資格を有する方

14 　工場等において公害防止又は環境管理の業務に従事し、又は従事する予定の方
（注１）

1 　一種講習欄の1から12までのいずれかに該当する方

2 　消防法第13条の2第1項に定める乙種危険物取扱者免状を有する方

3 　高圧ガス保安法第29条第1項に定める乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免
状を有する方

4 　ボイラー及び圧力容器安全規則第97条第2号に定める1級ボイラー技士免許又は
同条第3号に定める2級ボイラー技士免許を有する方

5 　火薬類取締法第31条第1項に定める乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙種
火薬類製造保安責任者免状又は同条第2項に定める乙種火薬類取扱保安責任者免状
を有する方

6 　工場等において公害防止又は環境管理の業務に従事し、又は従事する予定の方
（注１）

(注1)

(注2)

受　講　資　格

（申込書には、資格等を証明する書類(写)を必ず添付してください）

次のいずれかに該当する方

次のいずれかに該当する方

講習の種類及び受講資格

東
京
都
一
種
公
害
防
止
管
理
者
の
資
格

東
京
都
二
種
公
害
防
止
管
理
者
の
資
格

一

種

講

習

二

種

講

習

　工場等に勤務している又は、勤務する予定の旨の書類（会社が発行する身分証明書,社員証等、工場等勤
務証明書、工場名等記載された健康保険証の写し、又は在職証明書等）を添付してください。

　「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定める公害防止管理者又は公害防止主任管理
者の資格を有する方は、受講する必要はありません。東京都の公害防止管理者に選任する場合は、「東京
都公害防止管理者の資格登録」の手続後、選任届を区・市役所に提出してください。
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2 講習内容･日程

一種講習　＜期間３日間＞

講習時間 日　程 会　場

２時間

３時間

３時間

１時間

３時間

２時間

３時間

２時間

１時間

二種講習　＜期間２日間＞

講習時間 日　程 会　場

1時間30分

２時間

２時間

１時間

２時間

1時間30分

２時間

１時間

30分

(1)　受講の希望日等について　

① 各講習とも、満員になり次第締め切ります。

② 申込時に、第何回を希望するかを、申し出てください。申出がない場合は、こちらで指定します。

③ 申込受付後に、受講日・受講者等の変更は、できません。十分に注意して申し込んでください。　

(2)　受講当日の注意事項

① 受講票、出席簿用の印鑑、テキスト類及び筆記具を持参してください。　

② 講習会場周辺には、駐車場はありません。公共の交通機関を利用してください。

③ 各講習会場は、９時前には入れませんので、御注意ください。

④ 講習の際の座席は指定となります。

　 [第２回]

ティアラこうとう
地下1階大会議室
　　　　　　（216名）

（江東区住吉2-28-36）

８月
 9日(火）9:30
10日(水）9:10

　　　　～17:00

７月
26日(火）9:30
27日(水）9:15
28日(木）9:15
　　　　～17:00

豊島区立勤労福祉会館
６階大会議室（128人）

（豊島区西池袋2-37-4）

８月
23日(火）9:30
24日(水）9:15
25日(木）9:15
　　　　～17:00

東京都労働相談情報センター

大崎事務所

東京都南部労政会館
 第五・六会議室(100人)
(品川区大崎1-11-1
 ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎ｳｴｽﾄﾀﾜｰ2階)

 　[第１回]

　 [第１回]

７月
20日(水）9:30
21日(木）9:10

　　　　～17:00

東京自治会館
 　４階講堂（192人）

（府中市新町2－77－1）

　 [第２回]

講　習　科　目

大気汚染対策

水質汚濁対策

有害化学物質対策

一
般
科
目

専
門
科
目

環境保全に関する法令の概要

東京都の環境の現況と対策

「環境確保条例」等の解説

企業における環境管理のあり方
及び公害防止管理者の職務

騒音振動対策

修了テスト （三肢択一）

講　習　科　目

一
般
科
目

東京都の環境の現況と対策

環境保全に関する法令の概要

「環境確保条例」等の解説

企業における環境管理のあり方
及び公害防止管理者の職務

修了テスト  （正誤式）

専
門
科
目

大気汚染対策

水質汚濁対策

有害化学物質対策

騒音振動対策
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3 受講申込の手続

(1) 　受講申込時に必要なもの

　受講申込書

○写真（肩から上の正面・無帽・無背景・顔が鮮明に写っているカラー写真で６か月以内に
　 撮影されたもの）縦４cm横３㎝を１枚貼ってください。 

○資格等を証明する書類の写しを必ず添付してください。（在職証明の場合は原本）

　受講手数料

　下記の区分により、現金（お釣りのないように）を持参してください。

　なお、いったん受領した手数料は、いかなる理由があっても、お返しできません。

一種　公害防止管理者講習　　　８，２００円

二種　公害防止管理者講習　　　５，７００円

(2) 　受講申込書の受付に当たっての注意事項等

　受付の日時・場所等は、表紙を御覧ください。

　受講の申込手続は、代理の方でもできますが、必要書類・写真等が整っていることを良く

確認してから、お持ちください。

　郵送による申込は、受領できません。

　受講申込手続き会場で、A４版テキスト等６冊（重さ約1kg）をお渡ししますので、お持ち帰り

用の手提げ袋等を持参してください。

　上記①の受付日で定員に達しない場合、６月27日(月）以降、都庁第二本庁舎８階北側

環境局環境改善部計画課にて受け付けます。受付状況は電話03-5388-3435にお問合せ

ください。

4 講習修了の認定・通知について

(1)

(2)

連絡します。（電話による問合せには、一切応じられません。）

5 修了者の登録・登録証の交付手続

(1)

(2)

（登録に当たっては、登録証交付手数料として、1,400円がかかります。）

①

②

①

②

③

④

　講習を受講し修了テストに合格した方は、「東京都公害防止管理者登録証交付申請書」を提出

していただきますと、東京都から登録証を交付します。

⑤

　この登録を行わないと、資格が発生しません。

　東京都公害防止管理者への登録

　登録についての詳細は、「講習の結果について（通知）」（ハガキ）の裏面に記載します。

　受講時間数を満たし、修了テストに合格した方を、講習修了者と認めます。

　講習の結果（合否）については、講習終了後に通知（ハガキ）します。通知時期は、講習時に
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(3) 東京都公害防止管理者の選任届までの流れ　

6

(1)
　金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙(ばい)燃炉、焼結炉若しくは煆(か)焼炉
で、原料の処理能力が1施設1時間当たり1トン以上のものを有する工場

(2)
　金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉で羽口面断面積が0.5平方メートル以上のもの又は液体
燃料用バーナーの燃焼能力が1時間当たり50リットル以上のものを有する工場

(3)
　製鋼、合金鉄又は非鉄金属の製造の用に供する電気炉で変圧器の定格容量が1000キロボルトア
ンペア以上のものを有する工場

(4) 　動物質臓器を原料とする物品の製造を行う工場

(5) 　動物質廃棄物の焼却作業を行う工場

(6) 　レディミクストコンクリート又はアスファルトコンクリートの製造を行う工場

(7)
　金属の厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業、鋲(びょう)打ち作業又は孔(あな)埋め
作業を伴うものを行う工場

(8) 　金属の鍛造で重量が0.5トン以上の落下錘を使用するものを行う工場

(9)

　無機化学工業品若しくは有機化学工業品の製造若しくは精製又はこれらの工業品を用いる製造、
加工若しくは作業を行う工場でアンモニア、塩化水素、塩素、窒素酸化物、二酸化いおう、硫酸（三
酸化いおうを含む。）、硫化水素、弗(ふつ)素化合物、臭素化合物、シアン化水素、塩化スルホン酸、
クロム化合物、ホルムアルデヒド、アクロレイン、ホスゲン、ベンゼン、トルエン、アセトン、メタノール、ト
リクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを発生させるもの

２　発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場

1　「環境確保条例」別表第８の工場

　「環境確保条例」に基づき、東京都公害防止管理者の設置が義務付けられている工場は、次
のとおりです。

東京都公害防止管理者の設置対象工場

　６月下旬

受講申込
　手数料
　　一種8,200円
　　二種5,700円

　７～８月

講習実施

　　８～９月

　講習の結果
　（合否）通知

９月
　資格登録手続

　「登録証交付申請書」
手数料1,400円
⇒登録証交付

　
　　　公害防止管理者の選任

 （設置対象工場で、未選任工場 の
  場合は、資格登録済の方の中 か
   ら、公害防止管理者を選任）

　　「東京都公害防止管理者選任届」
　　を区市等へ提出（2部）
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7

種

別
資格の種類

(1) 非鉄金属第1次精錬精製業

(2) 鉛再精錬又は亜鉛第2次精錬業

(3) 伸銅品又はメッキ鉄鋼線製造業

(4) 鋳鋼、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄若しくは非鉄金属鋳物製造業又は製
鋼業

(5) 有機質飼料又は肥料製造業

(6) 建設機械又は鉱山機械製造業

(7) 運送用車両又は運送用車両部品製造業

(8) 鋼船製造又は修理業

(9) トラクター製造業

(10) 亜鉛鉄板製造業

(11) 石けん又は合成洗剤製造業

(12) 合板製造又は薬品による木材処理業

(13) プラスチック、合成皮革、プラスチック床材、プラスチック
フィルム又はプラスチック発泡製品製造業

(14) セメント製造業

(15) 舗装材料製造業

(16) 合金鉄又は電気炉銑製造業

(17) 鍛工品製造業

(18) 圧縮ガス又は液化ガス製造業

(19) 界面活性剤製造業

(20) ソーダー製造業

(21) メタン誘導品製造業

(22) 医薬品又は農薬製造業

(23) 産業用火薬類製造業

(24) 染料若しくはその中間物、顔料又は塗料製造業

(25) 表面処理鋼材製造業

(26) コールタール製品製造、潤滑油及びグリス精製業

イ

「東京都一種公害防止管理者」を　選任すべき工場

ア

　   条例別表第８に掲げる工場で、一種公害防止管理者を
   設置すべき工場以外の工場

東京都一種
又は二種

公害防止管理者

東京都一種
公害防止管理者

「東京都二種公害防止管理者」を　選任すべき工場

工場の種別及び選任すべき公害防止管理者

一

種

二

種

工　場　の　区　分

　   対象工場は次の種別に区分され、選任すべき公害防止管理者の資格が定められています。
        （「環境確保条例施行規則」別表第９）

　発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ
製造施設を有する工場

　条例別表第８に掲げる工場で、次の各号に掲げる業種に該当
し、従業員10人以上の場合
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8 講習会場の御案内

  

　

 
　　　　一種講習　[第２回]
  ８月23日(火）9:30～17:00
　　   24日(水）9:15～17:00
　　   25日(木）9:15～17:00

 
　　　　一種講習 [第１回]
   ７月 26日(火）9:30～17:00
　　  　 27日(水）9:15～17:00
　　   　28日(木）9:15～17:00

◇豊島区立勤労福祉会館　６階大会議室
  　　（豊島区西池袋2-37-4）

「池袋駅」西口又は南口　徒歩10分

 
　　　　二種講習　[第１回]
  ７月 20日(水）9:30～17:00
        21日(木）9:10～17:00

◇東京自治会館    ４階講堂
 　　 （府中市新町2－77－1）

＜バス：所要時間15分＞「東京自治会館」下車
　京王線：府中駅（北口）武蔵小金井駅南口行き①
　中央線：武蔵小金井駅（南口）府中駅行き①※
　　　　　　　※工事により乗場が変わる場合があります。

 
　　　　二種講習　[第２回]
  ８月 　9日(火）9:30～17:00
　　  　10日(水）9:10～17:00

◇ティアラこうとう（江東公会堂）
　  地下1階大会議室　（江東区住吉2-28-36）

都営地下鉄新宿線・東京メトロ半蔵門線
 「住吉駅」A4出口　徒歩5分
又は都営バス
　○(東22)錦糸町～東陽町（東京駅北口行)
　　　　　　「住吉駅前」下車徒歩５分
　○(錦11)錦糸町～築地駅
　　　　　　「住吉駅前」下車徒歩５分
　○(錦28)錦糸町～東大島駅

　　　　　　「江東公会堂前」下車徒歩１分

◇東京都労働相談情報センター大崎事務所

 　東京都南部労政会館　第五・六会議室
 　 （品川区大崎1-11-1ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎ｳｴｽﾄﾀﾜｰ２階）

JR山手線,埼京線,湘南新宿ライン,りんかい線
　「大崎駅」南改札口（新東口）　徒歩3分

警視庁
運転免許試験場

東京芸術劇場
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平成２３年度

登　　　録 第　２　号

 
　＜参考＞　水質管理責任者の資格取得について

　東京都公害防止管理者の資格を取得されると、東京都下水道条例（第７条の１６）に定めら
れた水質管理責任者（甲・乙）に選任されることも可能となります。
　 この水質管理責任者は、下水排除基準に適合しない下水を排除するおそれのある工場、
事業場において、下水を当該基準値内にして排除するために必要な仕事をする責任者で、
水質管理を行っていく上で重要な役割を担っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（問合せ先）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都下水道局施設管理部排水設備課排水指導係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　ダイヤルイン　０３（５３２０）６５８５

本文

表紙



◇ 担当・問合せ先 ◇

　　東京都環境局環境改善部計画課　公害防止管理者担当
　　　　　　　　　　　　　　　　〒163-8001　新宿区西新宿２－８－１
　　電話　ダイヤルイン　０３（５３８８）３４３５


